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当社の会計監査人が金融庁より受けた処分に対する当社の対応について 

 

当社の会計監査人であるプライム監査法人に対し、平成22年5月28日に金融庁より処分（①

業務の一部の停止１年（契約の新規の締結に関する業務の停止）：平成22年6月4日から平成23

年6月3日まで、②業務改善命令（業務管理体制の改善））が行われましたが、これに対する当

社への影響と対応をお知らせいたします。 

当社の平成22年3月期決算については、平成22年6月上旬までに、会社法第444条第４項なら

びに同法第436条第２項第１号に基づく会計監査人による監査を終了させる予定であります。 

また、今回の当該監査法人に対する処分の内容が、今後の新規契約にかかる事項及び過去の

業務監査に伴う今後における業務管理体制の改善にかかる事項となっているため、当社は引き

続き当該監査法人による金融商品取引法第193条の２第１項に基づく監査を行う旨の了解を当

該監査法人より得ております。 

従って平成22年6月29日に予定している平成22年3月期にかかる有価証券報告書の提出にお

いては、支障が無く行えるものと見込んでおります。 

なお、平成23年3月期以降の対応につきましては、当該監査法人による監査を予定しており

ます。 
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